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１ 改 定 に当 たっての基 本 的 な考 え方  

 
本 市 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 に お け る 職 員 数 の 目 標 を ９ ６ ２ 人

と す る 定 員 適 正 化 計 画 （ ５ 年 間 で １ ７ ２ 人 を 削 減 ） を 、 平 成 １ ７

年 ３ 月 に 策 定 し ま し た が 、そ の 後 、「地 方 公 共 団 体 に お け る 行 政 改

革 の 推 進 の た め の 新 た な 指 針 」（平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ９ 日 総 務 省：以

下「 国 の 指 針 」と い う 。）に よ り 、平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 を 目 標 年 次

と し た 定 員 適 正 化 計 画 の 策 定 が 要 請 さ れ ま し た 。  
 
そ こ で 、 国 と 地 方 が 一 丸 と な り 取 り 組 ん で い る 構 造 改 革 を 推 進

す る た め に も 、 国 の 要 請 に 応 じ 、 定 員 適 正 化 計 画 の 目 標 年 次 等 を

見 直 す こ と と い た し ま し た 。  
 
更 に 、 今 回 の 見 直 し に 当 た っ て は 、 流 山 市 総 合 計 画 の 重 点 プ ロ

ジ ェ ク ト と し て 位 置 づ け た 「 安 心 安 全 の ま ち づ く り 」 を 推 進 す る

た め に 、 市 民 の 生 命 に 直 接 関 わ る 業 務 で あ る 消 防 職 に 関 し て は 、

そ の 他 の 一 般 職 な ど の １ 割 補 充 と は 別 枠 で 、 原 則 と し て 退 職 者 と

同 数 を 補 充 す る こ と と し ま し た 。  
 
こ の よ う な 理 由 か ら 定 員 適 正 化 計 画 は 、 見 直 し を 行 い ま す が 、

計 画 の 位 置 づ け は 、 従 来 ど お り 、 コ ス ト 削 減 と 同 時 に 市 民 と の 協

働 を 実 践 し て い く た め に 、職 員 総 数 を 削 減 す る 年 次 計 画 と し ま す 。 
 
ま た 、 別 途 策 定 す る ア ウ ト ソ ー シ ン グ 計 画 （ 市 民 に よ る 業 務 参

加 の 推 進 ） は 、 職 員 数 の 削 減 と 歩 調 を 合 せ 、 市 民 と の 協 働 が 可 能

な 業 務 を 明 確 化 し 、 市 民 に よ る 業 務 参 加 の 推 進 す る た め の 計 画 と

位 置 づ け ま す 。  
 
こ の 両 計 画 を 連 携 さ せ 、 実 践 す る こ と に よ り 、 市 民 の 英 知 を 最

大 限 に 活 か し 、 小 さ な 組 織 で 市 民 満 足 度 の 高 い 行 政 サ ー ビ ス を 、

提 供 し て 参 り ま す 。  
 

２  定 員 管 理 の 現 状  
（ １ ） 過 去 の 定 員 適 正 化 計 画 の 内 容 及 び 達 成 状 況  
 流 山 市 は 、 平 成 ９ 年 ３ 月 に 、 計 画 期 間 を 平 成 ９ 年 度 か ら 平 成   
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１ ２ 年 度 ま で と し た「 流 山 市 定 員 適 正 化 計 画 」を 策 定 し て い ま す 。  
 

当 該 計 画 は 、 国 が 示 し た 定 員 モ デ ル や 類 似 団 体 と の 比 較 を 前 提

と し 、 組 織 ・ 機 構 の 見 直 し に よ る 部 ・ 課 の 統 廃 合 、 臨 時 職 員 の 活

用 等 に よ る 欠 員 不 補 充 、 兼 務 等 に よ る 事 務 の 合 理 化 を 目 指 す も の

で あ り 、 他 の 自 治 体 と の 均 衡 を 重 視 し た 計 画 で し た 。  
 
具 体 的 に は 、 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 計 画 職 員 数 を １ ， ２ ０

７ 人 と し 、 平 成 ８ 年 度 の 職 員 数 に 対 し 、 減 員 総 数 ２ ２ 人 、 増 員 総

数 １ ６ 人 、 差 引 ６ 人 を 減 員 す る も の で し た が 、 実 際 に は 、 平 成 １

２ 年 度 ま で に 目 標 の ６ 人 を 上 回 る 、 ３ ９ 人 の 減 員 と な り ま し た 。  
 
そ の 後 、 本 市 で は 、 つ く ば エ ク ス プ レ ス に 伴 う 沿 線 整 備 に お い

て 各 施 行 者 間 と の 、 職 員 の 応 援 体 制 等 の 協 議 が 流 動 的 で あ っ た こ

と 等 か ら 、 平 成 １ ３ 年 度 以 降 の 定 員 適 性 化 計 画 に つ い て は 、 策 定

し て い ま せ ん 。  
 
し か し な が ら 、 地 方 分 権 の 進 展 に よ り 、 現 在 の 自 治 体 に は 、 自

立 性 と 自 己 責 任 に 基 づ く 行 政 運 営 が 求 め ら れ て い る た め 、平 成 1 7
年 3 月 に 本 市 独 自 の 発 想 に よ る 定 員 適 正 化 計 画 を 策 定 し ま し た 。 
 
＊  参 考 （ 表 １ ） 部 門 別 職 員 数 の 推 移  

部 門  区 分  H 8  H 9  H 1 0  H 1 1  H 1 2  H 1 3  H 1 4  H 1 5  H 1 6  H 1 ７  

職 員 数 （ A ） 7 1 8  7 1 6  7 0 9  7 1 1  7 0 1  6 8 0  6 9 2  6 8 9  6 7 4  6 6 1  一 般  

行 政  対 前 年 増 減 数   △ 2  △ 7  2  △ 1 0  △ 2 1  1 2  △ 3  △ 1 5  △ 1 3  

職 員 数（ Ｂ ） 4 0 9  4 0 7  3 9 5  3 9 1  3 8 6  3 8 1  3 7 3  3 6 6  3 5 8  3 4 7  特 別  

行 政  対 前 年 増 減 数   △ 2  △ 1 2  △ 4  △ 5  △ 5  △ 8  △ 7  △ 8  △ 1 1  

職 員 数（ Ｃ ） 8 6  8 6  8 6  8 7  8 7  1 0 7  1 0 8  1 0 6  1 0 2  9 6  公 営  

企 業  対 前 年 増 減 数   0  0  1  0  2 0  1  △ 2  △ 4  △ ６  

職 員 数  

A + Ｂ + Ｃ  

1 , 2 1 3  1 , 2 0 9  1 , 1 9 0  1 , 1 8 9  1 , 1 7 4  1 , 1 6 8  1 , 1 7 3  1 , 1 6 1  1 , 1 3 4  1 , 1 0 4  合 計  

対 前 年 増 減 数   △ 4  △ 1 9  △ 1  △ 1 5  △ 6  5  △ 1 2  △ 2 7  △ 3 0  
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３ 計 画 期 間  

平 成 １ ７ 年 ４ 月 1 日 か ら 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 1 日 と し ま す 。  
 

 

４  職 員 総 数 を削 減 する必 要 性  

市 民 満 足 度 を 高 め る た め に は 、 様 々 な 市 民 ニ ー ズ に 対 し 、 必 要

最 小 限 の コ ス ト で 的 確 な 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と が 原 点 で あ

り 、 ま た 、 市 民 参 加 の 気 運 が 高 ま る 中 で 、 行 政 サ ー ビ ス は 、 こ れ

ま で の よ う に 行 政 だ け が 提 供 す る の で は な く 、 市 民 と の 協 働 等 に

よ り 実 践 し て い く こ と も 、 重 要 で あ る と 考 え ま す 。  

 

そ こ で 、 職 員 総 数 の 削 減 は 、 コ ス ト 削 減 と 、 協 働 を 推 進 す る た

め の 、 ２ つ の 必 要 性 か ら 実 践 し て い き ま す 。  
 

（ １ ） コ ス ト を 削 減 す る た め の 必 要 性  

財 政 を 健 全 に す る た め に は 、「歳 入 を 増 加 さ せ る こ と 」、「歳 出 を

削 減 す る こ と 」、「 地 方 債 を 厳 選 す る こ と 」 の ３ つ の 項 目 を 実 行 す

る こ と が 不 可 欠 で す 。  
 
現 在 の 経 済 情 勢 や 、方 向 性 が 不 透 明 な 三 位 一 体 改 革 を 考 え る と 、

地 方 公 共 団 体 の 歳 入 に 明 る い 兆 し は 見 出 せ ま せ ん 。 た だ し 、 本 市

は 、 長 期 的 な 視 点 で 見 れ ば 、 新 た な 市 民 や 企 業 を 迎 え る こ と に よ

り 、「 歳 入 を 増 や す こ と 」 が 期 待 で き ま す 。  
 
し か し な が ら 、 少 子 高 齢 化 の 進 展 に 伴 う 社 会 保 障 費 は 、 こ れ ま

で 経 験 し た こ と が な い 速 度 で 増 加 し て お り 、 こ の 新 た な 社 会 情 勢

の 変 化 に 対 応 し て い く た め に は 、 徹 底 し た 歳 出 の 削 減 と 、 地 方 債

の 発 行 を 抑 制 し て い く こ と 、即 ち 、「歳 出 を 減 ら す こ と 」、「地 方 債

を 厳 選 す る こ と 」 が 、 財 政 を 健 全 に す る た め の 前 提 条 件 と な り ま

す 。  

 
 そ こ で 、「 歳 出 を 減 ら す こ と 」を 実 行 す る た め に は 、人 件 費 を は

じ め と す る 経 常 的 経 費 の 削 減 を 徹 底 し な け れ ば な り ま せ ん 。  
 
そ の た め に は 、 職 員 数 の 削 減 を 柱 と し て 、 人 件 費 を 削 減 し て い
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く 必 要 が あ り ま す 。  
 

（ ２ ） 市 民 と の 協 働 を 推 進 す る た め の 必 要 性  

本 市 は 、総 合 計 画 や 新 行 財 政 改 革 実 行 プ ラ ン の 中 で 、「市 民 と の

協 働 」 を 、 ま ち づ く り を 推 進 す る た め の 柱 と 位 置 づ け て い ま す 。  
 
こ の 「 市 民 と の 協 働 」 を 実 践 す る た め の 柱 の １ つ で あ る ア ウ ト

ソ ー シ ン グ 計 画 は 、 全 て の 事 務 事 業 を 対 象 と し て 「 市 民 と の 協 働

が 可 能 な 分 野 」、「 公 務 員 で な け れ ば 対 応 で き な い 分 野 」 の 仕 分 け

を 行 い 、 平 成 １ ８ 年 度 か ら 指 定 管 理 者 な ど の 分 野 で 実 践 段 階 を 迎

え ま す 。 更 に は 、 行 政 評 価 シ ス テ ム の Ｐ Ｄ Ｓ サ イ ク ル に 沿 い 、 毎

年 度 、「市 民 と の 協 働 が 可 能 な 分 野 」を 充 実・拡 充 し て い く 予 定 で

す 。  
 
そ こ で 、 今 後 の 職 員 数 は 、「 市 民 と の 協 働 」 を 実 践 す る た め に 、

「 公 務 員 で な け れ ば 対 応 で き な い 分 野 」、「市 民 と 協 働 で き る 分 野 」

に 携 わ る 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 に 削 減 し て い く 必 要 が あ り ま す 。  
 

（ ３ ） 職 員 総 数 を 削 減 す る 際 の 留 意 点  

定 員 適 正 化 計 画 に お け る 職 員 の 削 減 を 補 て ん し て い く た め に は 、

ア ウ ト ソ ー シ ン グ 計 画 を 確 実 に 実 践 し て い く こ と が 重 要 で す が 、

受 け 皿 と な る Ｎ Ｐ Ｏ 等 団 体 の 育 成 や 充 実 を 並 行 し て 進 め な け れ ば

な ら な い た め 、 職 員 の 意 欲 の 向 上 や 臨 時 職 員 等 の 活 用 、 更 に は 、

事 務 事 業 の 統 廃 合 を 柱 と し て 、 総 合 的 に 取 り 組 み ま す 。  
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《 定 員 適 正 化 計 画 に よ る 職 員 数 の 削 減 と 対 応 策 》  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 計 画 以 外 の 補 て ん 策 》  

①  臨 時 職 員 等 の 雇 用 に 関 す る 工 夫  

ア  臨 時 職 員 の 活 用  

臨 時 職 員 は 、市 民 の 参 加 手 段 と し て 、有 効 に 活 用 し て い き ま す 。  
 
イ  任 期 付 職 員 の 活 用  
任 期 付 職 員 は 、 期 限 が 限 定 さ れ る 専 門 的 な 行 政 ニ ー ズ へ 、 高 度

の 専 門 性 を 備 え た 民 間 人 材 を 、 有 効 に 活 用 す る 制 度 で す 。 ま ち づ

く り の 重 要 な 局 面 で 、 効 果 的 に 活 用 し ま す 。  
 
②  職 員 の 経 験 ・ 能 力 を 活 用 す る 工 夫  
ア  再 任 用 制 度 の 活 用  
こ れ ま で の 行 政 経 験 を 活 用 す る こ と で 、 効 果 的 な 業 務 執 行 が 可

能 と な る 場 合 な ど に つ い て は 、 再 任 用 制 度 を 活 用 し て い き ま す 。  
 
イ  任 用 替 え の 実 施  
効 率 的 な 行 政 サ ー ビ ス を 推 進 す る た め 、 本 人 の 能 力 に 即 し た 任

用 替 え を 実 施 し ま す 。  
 
 
 

Ｈ １ ８  
年 度  

想 定 さ れ る 業 務 量  

職 員 の 人 材 育 成 に よ る 対 応  

ア ウ ト ソ ー シ ン グ に よ る 対 応  

職 員 数 の 推 移  

事 務 事 業 の 見 直 し ・ 効 率 化 に よ る 対 応  

Ｈ １ ９  
年 度  

Ｈ ２ ０  
年 度  

Ｈ ２ １  
年 度  

Ｈ ２ ２  
年 度  

1 , 1 0 0 人  

9 5 0 人  
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５ 平 成 ２２年 ４月 １日 における目 標 職 員 数  

 

目 標  ：  平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 の 職 員 を ９ ６ ４ 人 と し ま す 。  

 

 

《 定 員 適 正 化 計 画  数 値 目 標 》  

平 成 17 . 4 . 1 職 員 数  Ａ  １ ，１ ０ ４ 人   
平 成 22 . 4 . 1 職 員 数  Ｂ  ９ ６ ４ 人   
削 減 目 標 職 員 数  Ｃ  Ｂ － Ａ  １ ４ ０ 人  Ｃ ／ Ａ  1 2 . 7％  
＊  Ｃ 欄 は 、「国 の 指 針 」が 要 請 し て い る 期 間 を 対 象 と し た 削 減 目

標 職 員 数 で す 。  
 
 

【 退 職 予 定 者 数 】                          （ 単 位 ： 人 ）  

 Ｈ 1 7 年 度  Ｈ 1 8 年 度  Ｈ 1 9 年 度  Ｈ 2 0 年 度  Ｈ 2 1 年 度  

定 年 退 職 者 等 数  ２ 4  ２ １  ３ １  ３ ４   ３ ８  

勧 奨 退 職 予 測 値  １ 4  １ ４  １ ４  １ ４  １ ４  

普 通 退 職 予 測 値  ７  ３  ３  ３  ３  

再 任 用 退 職 者  １   ２  １  ３  

計  ４ ６  ３ ８  ５ ０  ５ ２  ５ ８  
 
〔 備 考 〕  
・  各 年 度 に お け る 退 職 者 数 は 、３ 月 ３ １ 日 現 在 の 推 計 値 で す 。た だ し 、

平 成 １ ７ 年 度 の 退 職 者 数 は 、平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日 現 在 の 数 値 で す 。 
・  退 職 者 数 に は 、「 県 か ら の 派 遣 職 員 、 指 導 主 事 等 の 県 教 職 員 」 は 含

み ま せ ん 。  
・  平 成 １ ７ 年 度 か ら 平 成 ２ １ 年 度 ま で の 、 定 年 ・ 勧 奨 ・ 普 通 及 び 再 任

用 の 退 職 者 数 の 総 計 は 、 ２ ４ ４ 人 と な り ま す 。  
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【 採 用 予 定 者 数 】                         （ 単 位 ： 人 ）  

 Ｈ 1 8 年 度  Ｈ 1 9 年 度  Ｈ 2 0 年 度  Ｈ 2 1 年 度  Ｈ 2 2 年 度  

新 規 採 用 予 定

者 数  
１ ２  １ ８  １ ８  １ ５  ２ ０  

再 任 用 職 員  ３  ３  ３  ５  ７  

計  １ ５  ２ １  ２ １  ２ ０  ２ ７  

 
〔 備 考 〕  
・  各 年 度 に お け る 採 用 予 定 者 は 、 ４ 月 １ 日 現 在 の 推 計 値 で す 。  
・  「 安 心 安 全 の ま ち づ く り 」 を 推 進 す る た め に 、 消 防 職 は 、 原 則 と し

て 退 職 者 と 同 数 を 採 用 し ま す 。 ま た 、 そ の 他 の 一 般 職 等 は 、 原 則 と

し て 退 職 者 数 の 概 ね 1 割 を 採 用 し ま す 。  
・  平 成 １ ７ 年 度 に は 、「 健 康 ・ い き い き ま ち づ く り 」 を 推 進 す る た め

に 、 平 成 １ ８ 年 １ 月 １ 日 付 け で 、 保 健 師 等 を ４ 人 採 用 し ま し た が 、

当 該 計 画 上 は 、 平 成 １ ８ 年 4 月 1 日 付 け で カ ウ ン ト し ま す 。  
・  平 成 １ ８ 年 度 か ら 平 成 ２ ２ 年 度 ま で の 、職 員 の 採 用 予 定 者 は 、１ ０

４ 人 と な り ま す 。  
・  採 用 予 定 者 数 に は 、「 県 か ら の 派 遣 職 員 、 指 導 主 事 等 の 県 教 職 員 」

の 採 用 を 含 み ま せ ん 。  
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【 年 次 別 目 標 】                             （ 単 位 ： 人 ）  

 Ｈ 1 7 年 度  Ｈ 1 8 年 度  Ｈ 1 9 年 度  Ｈ 2 0

年 度  

Ｈ 2 1 年 度  Ｈ 2 2 年 度  

４ 月 １ 日 現 在

の 職 員 数 （ 人 ）  

 

 

1 , 1 0 ４  

 

1 , 0 7 3  

 

 

1 , 0 5 6  

 

 

1 , 0 2 7  

 

9 9 5  

 

 

9 6 4  

 

対 前 年 減 員 数

（ 人 ）  
 △ 3 1  △ 1 7  △ 2 9  △ 3 2  △ 3 1  

削 減 率 （ ％ ）   △ 2 . 8  △ 1 . 6  △ 2 . 7  △ 3 . 1  △ 3 . 1  

累 計 減 員 数

（ 人 ）  
 △ 3 1  △ 4 8  △ 7 7  △ 1 0 9  △ 1 4 0  

累 計 削 減 率

（ ％ ）  
 △ 2 . 8  △ 4 . 3  △ 7 . 0  △ 9 . 9  △ 1 2 . 7  

人 件 費 の 推 移  

  （ 百 万 円 )  
1 0 , 5 4 6  1 0 , 2 1 4  9 , 7 6 4  9 , 4 1 2  9 , 1 2 2  8 , 7 8 9  

対 前 年 人 件 費  

  （ 百 万 円 ）  
 △ 3 3 2  △ 4 5 0  △ 3 5 2  △ 2 9 0  △ 3 3 3  

〔 備 考 〕  

・  ５ 年 間 の 人 件 費 削 減 額  
3 3 2 百 万 円 × ５ 年 ＋ 4 5 0 百 万 円 × ４ 年 ＋ 3 5 2 百 万 円 × ３ 年 ＋ 2 9 0 百 万 円 × ２ 年 ＋ 3 3 3 百 万

円 ＝ 5 4 億 2 9 百 万 円 ≓ 5 4 億 円  

※  人 件 費 は 、 一 般 会 計 （ 市 長 ・ 助 役 等 及 び 議 員 に 係 る 人 件 費 を 除 く ）、 特 別 会

計 及 び 企 業 会 計 （ 水 道 事 業 管 理 者 を 除 く ） の 職 員 分  
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６ 定 員 適 正 化 計 画 を推 進 するための主 要 項 目  

 
・  職 員 ひ と り ひ と り が 、自 ら 考 え 行 動 す る と と も に 、コ ス ト 意 識 、

ス ピ ー ド 意 識 、 改 革 意 識 の 高 い 職 員 を 育 成 す る た め 、 人 材 育 成

基 本 方 針 に 基 づ く 人 事 評 価 及 び 研 修 等 の 環 境 整 備 に 努 め ま す 。 
 
・  組 織 を 、最 少 の 人 員 で 最 大 の 効 果 を あ げ ら れ る よ う な 仕 組 み に

す る た め に 、 ス リ ム 化 ・ フ ラ ッ ト 化 し ま す 。  
・ ア ウ ト ソ ー シ ン グ 計 画 の 推 進 を 図 り 、 市 民 に よ る 業 務 参 加 を 進

め ま す 。  
 
・  公 共 施 設 の 効 率 的 な 運 営 及 び 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る た め 、

公 共 施 設 の 再 配 置 を 行 い ま す 。  
 
・  限 ら れ た 財 源 の 中 で 総 合 計 画 を 推 進 す る た め に 、行 政 評 価 シ ス

テ ム を 活 用 し て 、 事 務 事 業 を 厳 選 し ま す 。  
 


